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『 資 本 的 支 出 ｏｒ 修 繕 費 』 
建物の部屋を修理、改良等を行った場合、よく支払った金額のすべてが費用となるかならないか
が問題となりますが、内容によって異なりますので留意して下さい。 
まず、基本的に次に掲げる部分は修繕費となりません。 

① その支払った金額のうち、その資産について通常の管理又は修理をするものとした
場合に予測されるその資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額 

② その支払った金額のうち、通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される
その支出の時における資産の価額を増加させる部分に対応する金額 

では具体的にどのような部分を資本的支出または修繕費とするのでしょうか。 
 
（１）Ｑ．壁紙の全面張替え、天井の全面塗装替えの費用。なお、材料費はすべて従前と同

じ物を使用した。 
      Ａ．修繕費。材質等がすべて従前と同じ物ですから、通常の維持管理のために要した

費用と考えられる。 
（２）Ｑ．和室（畳）をやめ洋室にし、フローリングにする。費用は一部屋 15 万円支出した。 
      Ａ．修繕費。通常の維持管理のためと考えられないが、一部屋 20 万円未満なので修繕

費となる。 
（３）Ｑ．エアコンが古くなったので、新しいエアコン（15 万円）に取り替えた。       

Ａ．備品で計上。修理改良でなく、新しい備品の取得であるため 10 万円以上は備品に
計上、古いエアコンの簿価等を除却損とする。 

又、資本的支出か修繕費かを判断するフローチャートは次のようになっています。 
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一つの修理、改良等に要した費用 

２０万円未満か？ 

おおむね３年以内の周期で行われているか？ 

明らかに資本的支出に該当するか？ 

６０万円未満か？ 

前期末取得価額のおおむね１０％以下か？ 

災害等に伴って支出したもの

７．３基準を継続しているか？ 

実質により判定し、資本的支出となるか？ 

①支出額の 30％ 
②前期末取得価額の 10% 
いずれか少ない金額 

支出額の 30% 

支出額－修繕費 

支出額の 70％ 

明らかに修繕費に該当するか？ 
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